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※ 答申内容の重要なポイント 

 

 

 

 

 

 

※ 中間答申内容の重要なポイント（基本設計における７つの基本方針） 

 

   

   

   

   

   

   

   

※ 最終答申内容の重要なポイント 

 

Ễ 

嘉麻市新庁舎建設設置本部会議 

新庁舎建設の推進に関する重要事項等、本部会議での決定事項は庁内の最上位

意思決定機関である嘉麻市庁議の決定としてみなされる。 

・平成２７年度開催実績  １５回  ・平成２８年度開催実績  ９回 

・平成２９年度開催実績   ９回 

ʠ ᴧ ◕ ☼אָ ṳ  ɔ

 ̗ ᾁ  

ֺᾐ  ̝

・庁舎のあり方専門部会（あすみ会） 

・組織機構専門部会 

・安心安全な庁舎のあり方専門部会 

・窓口執務環境整備専門部会 

・碓井庁舎施設利活用専門部会 

・嘉穂庁舎施設及び大隈小学校跡地

利活用専門部会 

・山田庁舎資産利活用専門部会 

・稲築庁舎跡地利活用専門部会 

  



 

   

計画地概要 

∕      ᴎᾉᴧ ◕ḵ≤1180͍  
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    ˢ⁯ 211‹ʿ11Ή  x

建築概要 

︠    08470 Ⱨ  

ᴲ   15ˢ‮ אָ  x

 Ǝ     ᴲὺ ˢк-1x  

ῬⱧ     
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ᵬ      5ᵬὺ 
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       ˢ  x

       ῝ ᾫכּכּ ˢ  x
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7 つの基本方針（嘉麻市新庁舎建設基本計画、基本設計より） 

  
安心・安全、 

防災拠点となる庁舎 

来庁者のニーズに 

対応できる庁舎 

環境に配慮した 

周辺との調和のある庁舎 

利便性と事務効率向上を

目指した機能的な庁舎 

市民が 

来庁しやすい庁舎 

まちづくりを支える 

  拠点となる庁舎 

財政状況を踏まえた 

庁舎建設 

ʾжрИрϽЀІЕ ᾚϬ―

ΰθ‰῟ σṐṀϞ

ṐṀχ⅜  

ʾꜛ Ϟꜛ ⅜Ίσςꜛ

ϵКиϻ˔χᶨ τϢϥ

ϵКиϻ˔῟ ΰ  

ʾ ӽ▀∙χ  

ʾ ├ρΰο  

Ϭ⅜  

ʾ ṐϞ ▄ṐṀ

χ ├ 

ʾ←ᵲ Τϣ72Ⱳḧ

Ṑאָ Υᶎ πΦϥНА

ϼϯАФṐ  

ʾӱ χ ρϩΤϤ

ϞβΜ  

ʾ אָ ῢ ựτ ›ӛ

χ ρ ΦΨ♪ χ

‰ΜЂϱр  ꜘ

ʾ◕ χ Μ ῢϬ

ᵬτ  

ʾ χḚ Ϭ ϘΠθ

ЈϺвзГϰ ├ 

ʾ χ Μ Ἃḧπ  ΰ

θꜛ Υ‰Ψ♪ χ

Μִי Ἃḧ 

ʾ σ Ϭᴦ ρβ

ϥ  χṳ  

ʾ ЕϱйϞ χע

ʺϩΤϤϞβΜӛ

ꜘσς ϜΥ ΰϞ

βΜ  ʺ  

ʾ אָ ῢ ựτᴒ₢

כּ ϞНІ χ  

ʾ◕ χτΧϩΜχ ρσ

ϥ◕ жϳрЅʺ◕ м

˔ϼІЧ˔Іχᶎ  

ʾ“ ϞḢΊḩ ϱЦ

рЕ χ ʺ

ằτḩβϥἋḧχ  

ʾṐ π τᶨ πΦ

ϥ Ϭṁאָ τЀрОϼ

ЕππΦϥᾢϤὊ Ϭ

Πθ χὺאָ Ϭὓ  ə

Ệ 



  
構造概要 

ṛ   5ᵬὺ 

  ṁ    
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架構計画 

ὺ ψ ″̋ χ‰Μ ỪЀрϼз˔Е ρβϥάρπ Ϭ ṉπΦϥὓᵊρ

βϥ Ф̒йІЕйІЕЀрϼз˔Е χ ϞФйІЕйІЕϬ ΰθЩϱЖІжУϬ Μ

ϥάρτϢϤʺ Ṑאָ τ›ϩδθ Ἃḧχִי ἋḧϬ  Ω̒ ᵬχṳᵓᴒ₢τνΜοψʺ

₃ χᶊ◓ τϢϤᴒ₢ἋḧϬ   ̒

電気設備概要 
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           ʿ͖  
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空気調和設備概要 
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給排水衛生設備概要 
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免震計画 
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障がい者対応駐車場 

ΥΜּי ᴂ כּ Ϭ 12

ʺ אָ τᶎ ΰʺ

Τϣאָ כּ τνσΥ

ϥᴒ₢τϢϤʺ֗ Ϭṓτ

δγ Ϭאָ πΦϥḕ

ẽϬ ΠϥὓᵊρΰοΜ

ϥ  ̒

多目的議場 

ТжАЕσ ᴦ̋ ꜠χᴪἇτϢϥ τ πΦϥṳ

Ϭὓᵊ ṳ̒ᵓ ᵓ τΣΪϥ σ℗ΰ χᵫ℗Ϭᴦ

ρβϥἋḧϬᶎ βϥ  ̒

【参考：東京都千代田区議場】 

地域産材を活用した案内表示（サイン） 

אָ χ״ Φ Ϊ χ τʺ ӽ▀∙Ϭᶨ ΰθ ΦΨ♪ χ‰ΜЂϱ

р ꜘϬ“Ξὓᵊ  ̒

ЀрОϼЕτ ήϦθִי ρΚϩδοϩΤϤϞβΜӛע ꜘτϢϤ₤ σ

Ψ χ τ πΦϥЂϱр ꜘτϢϥ Ϭὓᵊ  ̒

 １ 

利便性が高く利用しやすい「コンパクト庁舎」 

遠賀川へとつながる「さくら通り」 
◕ Υ βϥ ›кР˔Ϭ τʺ Ԍχִי ἋḧΥᵰ Ϭ

ӤϚ τϢϤ Ѐ̋рОϼЕσ  Ϭᴦ ρΰʺ χӱיּ

χ Ϭ μοΜϥ Ϙ̒θ ὺ̋ χ τ״ ήϦϥˮ ϵ

ЀЩϱЖˢ ˣ˯ τϢϤʺᾋ ΰχ Μע ἋḧϬᶎ ΰʺ

χ Υ ꜡ΰϞβΜ ρσμοΜϥאָ  ̒

⁯ Τϣ ◕ᵬ͍אָ кР˔Ϭ ᵃΰ ᵎק̋ ϒρ Ψˮ ήΨ

ϣ Ϥ Ϭ˯Ἱ ΰ ◕̋χ πΚϥˮ ┴ π˯ ϩϦθ ῢΤ

ϣ ◕ϒρה῝ χτΧϩΜρ Τσꜛ Ϭ ήδοΜ

ϥ  ̒

 
 
 
 
 

Ἕ ӟ‭ʺ χ σϥӗאָ ӗ ΥẐϛϣϦϥϢΞτσ

μθ ὂϬ ϘΠʺ τϢϥ Ἃ ЄІГЭϬ⅜

ΰʺ ӻτṐṀϬ βϥ ΥσΜάρΤϣʺ ӻϬ ϣσ

Μˢ ӻˣ ᴞ χσΜὓᵊϬ ΰοΜϥ  ̒

ρ π  ήϦϥ ἹϽзАЖχϯϳЕТй˔ЭϬζχ

ϘϘᵰḢДЃϱрρβϥάρπ ›̋ ρ ϵК ˢ בּ Ὲˣ

Ϭ Ⱳτᶍ ΰʺЀІЕ τϜὌΫοΜϥʻע χ τψʺ

ῢχ ‹ʾ ᴿ χЂϱрϬ ꜘβϥάρπʺ אָ יּ

ϬϩΤϤϞβΨ βϥ  ̒

「二重床×床吹出空調×直天井」と 

「正方形グリッド」による外観デザイン ２  
 
 
 
 

אָ 5ᵬ τ״ ΰθ ᴦ σТжАЕ χṳ

Ϭ ӽ▀∙χ π ϙ₅ϙʺˮ ӽχЄрЩи˯ρΰο β

ϥṳ χϢΞσДЃϱрϬ  ΰοΜϥ  ̒

ᴒ₢τ ΰθ Ί ОКиτϢϤ ΊϬ ΰ Ί̋Ѝ

ϼЕπ ΊϬ 1ᵬ◕ кР˔χ ϒρΊϬ״ Ψ Ί

ρΰοχ ᶤϜṳ ὺ Υ μοΜϥ  ̒

ṳ χ τψϵЀЩϱЖs Ϭx Ϊ Ω̋ τ ΰθ

ꜛ Ḋṓ τϢϤʺꜛ ḊṓϬ“ΞὓᵊρσμοΣϤʺꜛ

χ Ϭ ΰθḕẽτϞήΰΜ ρσμοΜϥאָ  ̒

市民に開かれた「多目的議場」 

地域産材に包まれた「地域のシンボル」 ３ 

Ỉ 

【参考：東京都千代田区議場】 



  

1 階 市民窓口フロア 
 

ʾ אָ ῢ ựτ◕ жϳрЅ

◕ м˔ϼІЧ˔ІϬ

ΰʺτΧϩΜχ Ϭ ằ 

ʾ ᾭ̋ ʺ ḩἰϞⱪ

♅ʺ ΥΜּי ♅ḩἰχ ῢ

Ϭ  

ʾ ῢ τϠμθϤρΰθ

›ІЧ˔ІϬᶎ βϥρρϜ

τʺϺАЇІЧ˔ІϬ  

ʾ ῢΤϣχ τ ›ӛ

Ϭ  

2 階 市民窓口フロア 
 

ʾϵйЦ˔Ќ˔Ϟᵬ πӱ ΰ

θῇ Ѐ̋рОϼЕτ ήϦθ

יִ йϱϯϳЕτϢϤע

χӱיּ ẩ χ Ϭםᾝ 

ʾo ῐ ᾑʺ ᶨכ ὲ̋ῴ ʺ

◓ ὲʺ ᾂ ʺ Ặ

╥ᵊ ḕ̋ẽ־ ḩἰχ ῢϬ

 

ʾ κ›ϩδᴦ σ ›кР˔

Ϭ  

ʾ←ᵲⱲτ ᴂβϥקᵎ ᴱ

Τϣχ Ϭ אָ

τ  

3 階 市民窓口フロア 
 

ʾ2ᵬТкϯ ЀрОϼЕσ

יִ йϱϯϳЕχ τϢϤ

ӱ ẩ χ Ϭםᾝ 

ʾ ʺ ʺ ʺ Ộʺ

▀Ộ ọʺḼᵊ∞ ḩἰχ

ῢϬ  

ʾ 39 τψễӾӦԌᵓχ

ӱאָ Ϭ ΰ ễ̋Ӿ ע

τӱ“ᴦ σᵓṳעϬ  

ỉ 



    

4 階 執行部・災害対策フロア 
 

Тʾкϯ Ϟעτᵓṳ״ ›δІЧ˔

ІϬ ΰο  

ʾ ▄ṐṀ Υ χ ᵲϬ Ϊϥά

ρΥσΜϢΞ Ϭע▄  

 

5 階 議会・展望フロア 
 
ṳʾ ϬТкϯ τ״ ΰ ṳ̋ Ϭ

︡Ϥ᷊ΨϢΞτӦԌᵓעʺɔ ṳעϬ

 

ʾṳ ψӱ ᴪἇτϢϥ

Υᴦ σТжАЕ χ⅜  

◕ʾ ʺ ◕ χע ρ Ⱨʺ ʺ

←ʺἸ ḩἰχ ῢϬ  

ʾ◕ ρע ΰθ ← χע├  

ʾṳᵓʺḗ₰ḩἰχⱧ ộϬ  

ʾṳ ΤϣⱢ ϬᾋϞβΨβϥ

ДϰІФйϱϬ  

Ị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 1 2 37 8 9 10 11 124

ῬⱧᵠ ʾṁ ʾ ʾ ᴞἃ ῬⱧ

ᵰ ῬⱧ

1ᵬἃ ῬⱧ

2ᵬἃ ῬⱧ

3ᵬἃ ῬⱧ

4ᵬἃ ῬⱧ

▫ ʾ ṐṀ︡

▫ ʾ ṐṀ︡

▫ ʾ ṐṀ︡

▫ ʾ ṐṀ︡

▫ ʾ ṐṀ︡5ᵬἃ ῬⱧ



  

 

  

᷂Ḣ ρḨ ǵ  

現在の分庁方式から新庁舎へ移行するにあたり、従来の庁舎があった地

域が有機的に連携し、嘉麻市の主要な４つの地域として活性化され発展す

ることが重要である。市ではこのことを重要な課題と位置付けており、今

後の各地域の活性化や発展に向けた整備方針、支所のあり方や庁舎跡地の

活用方法等を計画策定の目的としている。 

 

 

 

 

 

ǵ ǲǫǋǭ  

. ǵ  

支所は今後のまちづくりの重要な拠点とし、市の全体ビジョンとして位置づけ、

活性化を図る施設として設置していく。 

. ǵ̬  

支所は、山田・碓井・嘉穂地域に設置する。山田・嘉穂地域については支所を新

設し、碓井地域は、４庁舎の中で１番新しく耐震補強工事も実施済みの碓井庁舎内

に設置し、当面の間は、教育委員会も配置することとしている。 

. Ὑ  

支所（新設）の規模は最大500㎡程度の建物を基本とし、必要機能や諸室構成は

以下に示すとおりである。 

 
 

名  称 使     途 規模等 

1 執務室 

証明書の発行、会計事務、簡易な申請・相談 
地域振興、コミュニティ拠点、情報収集伝達機
能（防災） 

1 課 2 係制 
職員 15 人 

2 会議室 期日前投票、各種団体等が使用できる会議室 
期日前投票
のスペース 

3 防災スペース 防災資機材を置くことができる物資備蓄機能 倉庫兼用 

4 トイレ 市民・職員兼用  

5 
給湯室・ 

ロッカー 
職員使用 

 

6 玄関ホール 市民待合室  
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年  度 経 過 内 容 

平成 27 年度 

新庁舎施設整備等審議会において、「支所の設置場所、内容

及び防災機能、災害時における支所の対応並びに地域の活性

化の方向性については、各種協議会と連携し、地域の住民と

協議・検討等を行うこと。」との答申を受ける。 

平成 28 年度 
地域住民の意見を徴求するため、住民ワークショップ、庁内

専門部会での議論を重ね、各地域整備基本計画（案）を作成 

平成 29 年度 

嘉麻市地域整備協議会条例を制定し、地域住民の意見を議論

する協議会を設置し、諮問を行う。 

各地域整備協議会から地域の整備のあり方等について答申

をいただき、嘉麻市地域整備基本計画を策定。 

・山田地域整備協議会 平成２９年１１月３０日答申 

・稲築地域整備協議会 平成２９年１２月２２日答申 

・碓井地域整備協議会 平成２９年１１月１５日答申 

・嘉穂地域整備協議会 平成２９年１２月１５日答申 

Ӳ ̝ ᾍ  
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本計画は、新庁舎建設に伴う支所の整備、既存庁舎の除却、民間活力の導入によ

る庁舎跡地の利活用を行う平成 32 年度までを計画期間としている。民間活力の導

入が図れない場合の整備期間は、平成 32 年度以降とする。 



 

 ᾍ ᷂ ᶽ᷂ѫ ρ  
山田地域における支所及び跡地利活用の方針は、以下のとおり定める。 

 

 

 

 

 ŋ 地域振興やコミュニティ拠点としての支所は、山田生涯学習館敷地内に設置

し、近隣施設等と一体化したコンパクトなまちづくりを行う。 

② 山田庁舎は、建物の老朽化や耐震性を考慮し除却する。 

③ 子育てや居住面において優れた環境をいかして、庁舎跡地は、定住促進ができ

る敷地として活用する。 

ῇ ᷂Ḣǵᶽ᷂ѫ ɵ ρ  

≪設定理由≫ 山田生涯学習館周辺には、多くの公共施設が集約されている。また、教

育機関や金融機関、医療福祉機関、飲食店も周辺にあり、日常生活で必要な機能が集

約されている。そこに支所機能が加わることで、コンパクトで相互の連携が行える拠

点として展開できるようになる。コンパクトなまちづくりを行うことで、市民の利便

性は向上し、多世代の人が集まる拠点が整備され、地域の活性化を目指す。また、今

後は旧山田高校跡地活用とも連携しながら、有効な利活用を進める。 

山田庁舎に関しては、建物の老朽化が著しく、雨漏りや天井が落下している状態で

あり、現在のままでの使用は難しいため、除却を前提とした利活用を行い、敷地の利

活用に関しては、子育てしやすい環境、コンパクトに各機能が集積している立地や地

域コミュニティを持続させるためにも、定住促進ができる環境整備が必要。方法とし

ては、住宅用地や事業用地等の整備を基本としながら、次世代を担う新たな子育て世

代が安心して定住できる整備を行っていく。 

 

 ѫ  

山田庁舎跡地の利活用方針は、「定住促進」を基本としている。まずは、民

間事業者が定住促進を進めるための事業用地として活用することを前提と

し、具体的な利活用は以下のように考えられる。 

活用方針 利活用 

定住促進のための 

住宅地整備 

‚ 分譲地として造成を行い売却 

‚ 民間事業者による集合住宅の整備 

事業用地として 

民間企業の誘致 

‚ 事業用地の整備 

 ※民間事業者への利活用は売却や定期借地など様々

な可能性がある 

高齢者向け環境整備 
‚ デイサービス施設等の整備 

‚ 介護付老人ホームの整備（住宅地と一体で整備） 

持続可能な 

コミュニティづくり 

‚ 交流場所のオープンスペース 

‚ 緑地整備 

  イベントの実施等 
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稲築地域における跡地利活用の方針は、以下のとおり定める。 

 ŋ 稲築庁舎、稲築母子健康センター・稲築住民センター及び稲築庁舎別館 4（旧稲

築町労働会館）を除却し、一体的な土地利用ができるように整備する。 

② 行政機能拠点として地域振興を図るため、庁舎跡地の参画しやすい立地条件を

いかし、民間譲渡区画として整備する。 

᷂Ḣǵᶽ᷂ѫ ɵ ρ  

≪設定理由≫ 稲築庁舎は、４庁舎の中で最も古い庁舎で、耐用年数は平成 29 年末時点

で 16 年を経過し、耐震の結果についても全庁舎の中で最も低く、必要な耐震基準を下

回っている。また、他の除却対象施設においても、老朽化が著しく、合併特例債を活

用できるうちに除却を行い、効率的な行財政運営や一体的な利活用を行うことが地域

の活性化に繋がる。稲築庁舎周辺は、多くの行政機能が立地し、今後は行政機能拠点

となる新庁舎が整備されるため、敷地周辺の公共施設や商業施設との連携が図れるよ

うにすることが必要。稲築庁舎跡地は、新庁舎建設予定地の西側にあり、新たな市民

の流れができることが予想されることから、にぎわいのある土地利用を行うためにも、

商業的な土地利用の必要性がある。また、地域内外の出店者が参画しやすい場所とし

ても適している。 

 ѫ  

稲築庁舎跡地の利活用方針は、民間事業者用地として活用することを前提

とし、具体的な利活用は以下のように考えられる。 

活用方針 利活用 

商業施設機能の誘導 

‚ 更地化や出店スペース等、事業者が参画しやすい利

活用スペースを確保 

（多様な規模の事業者が共存） 

事業者用地として 

民間企業の誘致 

‚ 事業用地の整備（商業・サービス業関連） 

  ※民間事業者への利活用は売却や定期借地など様々

な可能性がある 

定住促進のための 

住宅地整備 
‚ 宅地の整備（周辺の商業施設との連携を図る） 
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碓井地域における庁舎敷地内の活用方針は、以下のとおり定める。 

 ŋ 碓井庁舎を利活用し、支所及び教育委員会（当面の間）を設置。（教育センタ

ー・碓井地区公民館についても併設） 

② 碓井庁舎、碓井琴平文化館や道の駅うすい等の既存施設を有効活用し、相互に

いかしながら回遊性のある地域整備を行う。 

③ 道の駅うすいや民間商業施設が集積していることから、商業振興拠点として整

備を行い、地域の活性化を行う。 

˝᷂Ḣǵᶽ᷂ѫ ɵ ρ  

≪設定理由≫ 新庁舎の規模設定は、職員適正化計画の目標最終年度である平成 39 年度 350 人体制を想定しており、新庁舎建設当初においては全職員の配置が不可能。その

ため、4 庁舎の中で 1 番新しく、平成 28 年度に耐震補強工事も実施している碓井庁舎に支所と当分の間（平成 32 年度から平成 38 年度）教育委員会を設置する。 

碓井庁舎周辺には、多くの教育文化施設が狭い範囲で集約されている。また、小中学校や金融機関も近接で立地しており、そこに、支所及び教育委員会を設置（教育セン

ター・碓井地区公民館についても併設）することで、新たな連携が生まれ、相互に回遊性をもつことができる拠点ができる。周辺には、道の駅うすいといった商業施設や民

間商業施設もコンパクトに集積しているため、更なるにぎわいをもたせるためにも、商業地域としての整備を行う。 

 ѫ  

碓井庁舎敷地内の利活用方針は、「商業振興」を基本としている。まずは、

民間事業者が商業地域のための事業用地として活用することを前提とし、具

体的な利活用は、以下のように考える。 

活用方針 利活用 

事業者用地として 

民間企業の誘致 

‚ 事業用地の整備（商業施設） 

  ※民間事業者への利活用は売却や定期借地など様々

な可能性がある 

回遊性をもたせるための

拠点 

‚ 回遊拠点の整備 

  芝生化、遊具設置による憩いの場として活用 

  イベントや休暇スペースの多目的広場 
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嘉穂地域における支所及び跡地利活用の方針は、以下のとおり定める。 

 ŋ 交通の要衝で利便性が高く親しみのある嘉穂庁舎敷地周辺に支所を設置し、観光

施設や歴史、文化の特性をいかした情報発信の観光促進拠点として整備する。 

② 老朽化した嘉穂庁舎及び旧大隈小学校校舎を除却し、自然環境や歴史・文化の特

性をいかした地域整備を行う。 

③ 緑豊かな自然環境や住みよい環境特性をいかした定住促進拠点として整備する。 

ᵲ ᷂Ḣǵᶽ᷂ѫ ɵ ρ  

≪設定理由≫ 嘉穂庁舎周辺地域は、歴史文化を伝える史跡や社寺が多数存在している

ほか、国指定重要文化財である陣羽織も存在する。また、庁舎正面側には南北に国道

211 号が通り、すぐ側にはトンネル開通を予定している国道 322 号が交差している。

さらに、周辺は公共交通機関である西鉄バスの営業所、各病院施設や嘉麻警察署があ

り、今後は消防署の建設も行われ、公共的機関も集中していることから、歴史、景観

などを活用したまちづくりや情報発信が必要。 

利活用としては、広い敷地の一体的な開発を行うためにも、老朽化した旧大隈小学

校や嘉穂庁舎の除却が必要。また、近隣には保育所や小中学校、高校など、子育てや

教育環境が充実している現状を生かして、定住促進のための利活用を基本とする。 

 ѫ  

嘉穂庁舎跡地の利活用方針は、「観光促進拠点」、「定住促進拠点」を基本と

している。まずは、民間事業者に事業用地として活用することを前提とし、具

体的な利活用は、以下のように考える。 

活用方針 利活用 

定住促進のための 

住宅地整備 

‚ 分譲地として造成を行い売却 

‚ 民間事業者による集合住宅の整備 

観光拠点づくりの整備 

‚ 観光促進拠点としての駐車スペース 

‚ 飲食、情報提供、展示施設の整備 

  （一部は公共と民間の連携により整備） 

持続可能な 

コミュニティづくり 

‚ 地域の交流場所としての広場空間 

   子供たちが安心して利用できる広場 

‚ 公共交通の乗継用バス停の整備 

事業用地として 

民間企業の誘致 

‚ 事業用地の整備 

 ※民間事業者への利活用は売却や定期借地など様々

な可能性がある 
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